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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法における硫化工程において、硫酸塩溶液を硫化させて
硫化物を生成させる硫化設備に用いられる貯液装置であって、
　硫化反応後のスラリー又は固液分離後のろ液を装入する装入管と、不活性ガスを供給す
るとともに気相中のガスを排ガスとして排出する給排気管と、該スラリー又はろ液を排出
する排出管とを有する複数の貯液槽と、
　一端が上記複数の貯液槽の各給排気管との接続部を並列に配置した分岐管となっており
、該接続部を介して該各給排気管を接続させて、該複数の貯液槽に供給する上記不活性ガ
ス及び該複数の貯液槽から排出される上記排ガスを集合させる集合管と、
　一端から上記複数の貯液槽へ供給する不活性ガスを流通させるとともに、他端へ上記複
数の貯液槽から排出される上記排ガスを流通させ、該複数の貯液槽の内部の圧力を制御す
る圧力制御配管とを備え、
　上記圧力制御配管は、上記集合管の他端と連結部を介して連結しており、該連結部を挟
んだ前後に一対の圧力制御バルブを有し、該圧力制御バルブによって、上記各貯液槽への
上記不活性ガスの供給及び該各貯液槽からの排ガスの排出を制御することを特徴とする貯
液装置。
【請求項２】
　上記圧力制御配管は、上記複数の貯液槽の内部の圧力を測定する圧力計を有することを
特徴とする請求項１記載の貯液装置。
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【請求項３】
　上記不活性ガスは、窒素ガスであることを特徴とする請求項１又は２記載の貯液装置。
【請求項４】
　上記請求項１乃至３の何れか１項記載の貯液装置を用いた圧力制御方法であって、
　上記圧力制御配管の一端に不活性ガス供給設備を接続して不活性ガスを供給可能とし、
他端に上記排ガスを処理する除害設備を接続して該排ガスを排出可能とし、
　上記複数の貯液槽の内部の圧力が０．５ｋＰａ未満となった場合には、上記不活性ガス
供給設備側の上記圧力制御バルブを調整して該複数の貯液槽に上記不活性ガスを供給し、
　上記複数の貯液槽の内部の圧力が１．０ｋＰａより大きくなった場合には、上記除害設
備側の上記圧力制御バルブを調整して該複数の貯液槽の気相部のガスを排ガスとして排出
することを特徴とする圧力制御方法。
【請求項５】
　上記複数の貯液槽では、各貯液槽毎に個別に、スラリー又はろ液が上記装入管から装入
されるとともに上記排出管から排出されることを特徴とする請求項４記載の圧力制御方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法における硫化工程において、粗硫酸ニッケ
ル溶液等の硫酸塩溶液を硫化させて硫化物を生成させる硫化設備に用いられる貯液装置及
びその圧力制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬法として、硫酸を用いた高温加圧酸浸出法（High P
ressure Acid Leach）が注目されている。この方法は、乾燥及び焙焼工程等の乾式処理工
程を含まず、一貫した湿式工程からなるので、エネルギー的及びコスト的に有利であると
ともに、ニッケル品位を５０重量％程度まで向上させたニッケル・コバルト混合硫化物を
得ることができるという利点を有している。
【０００３】
　具体的に、ニッケル・コバルト混合硫化物を得るための高温加圧酸浸出法としては、例
えばニッケル酸化鉱石を高温加圧酸浸出し、ニッケル及びコバルトのほか、不純物元素と
して亜鉛を含有する粗硫酸ニッケル水溶液を得る工程（１）と、粗硫酸ニッケル水溶液を
硫化反応槽内に導入し、硫化水素ガスを添加して、粗硫酸ニッケル水溶液中に含有される
亜鉛を硫化し、その後固液分離して形成された亜鉛硫化物と脱亜鉛終液を得る工程（２）
と、脱亜鉛終液を硫化反応槽内に導入し、硫化水素ガスを添加して、脱亜鉛終液中に含有
されるニッケル及びコバルトを硫化し、続いて形成されたスラリーを曝気設備に導入して
硫化水素ガスを曝気し、その後固液分離してニッケル・コバルト混合硫化物と製錬廃液を
得る工程（３）と、工程（２）及び工程（３）で発生する排ガス中の硫化水素ガスを除害
処理する工程（４）とを含む。
【０００４】
　この高温加圧酸浸出法の工程（２）及び（３）における硫化工程において使用される硫
化反応槽としては、通常、反応始液の供給口と、反応後のスラリーの排出口と、硫化水素
ガスの装入口と、気相中のガスを排ガスとして排出する排ガス口とを備えた密閉型の反応
槽からなる。
【０００５】
　また、通常、工程（２）及び（３）における硫化工程は、上述した硫化反応槽のほかに
、硫化反応後のスラリーやろ液を貯液する貯液槽や中継槽（以下、単に貯液槽という）、
固液分離槽等のタンク類、スラリー等の中間溶液や不活性ガス等をタンクへ供給する供給
管及びタンクから排出する排出管、またタンク類を連結する配管等によって構成された硫
化設備において行われる。
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【０００６】
　このような硫化設備にて実行される工程（２）及び（３）では、効率的な処理を行うこ
とによって高い回収率で硫化物を回収することが求められており、これまでも種々の技術
が提案されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１には、硫化剤として硫化水素ガスを用いて、気相中の硫化水素濃度
を調整し、液中のＯＲＰやｐＨを正確に制御することにより金属の硫化反応を制御する方
法が開示されている。また、特許文献２には、硫化反応の促進と同時に硫化反応槽内面へ
の生成硫化物の付着を抑制するため、硫化物種晶を添加する方法が開示されている。さら
に、特許文献３には、コバルト及び亜鉛を含有する硫酸ニッケル水溶液のｐＨ及びＯＲＰ
を調整して、亜鉛を優先的に分離する方法等が開示されている。
【０００８】
　これらのような技術に基づいて、従来、例えば工程（３）の操業方法として、硫化反応
槽内の気相部に、硫化水素濃度９５容量％以上の硫化水素ガスを吹き込んで、その内圧力
を所定値に制御しながら、硫化反応槽中に導入する反応始液のニッケル濃度、導入流量、
温度、ｐＨ等の操業条件を所定値に管理するとともに、必要により硫化物種晶を添加する
運転が行われている。これにより、９５％以上のニッケル回収率を確保することが可能と
なっている。
【０００９】
　そして、これ以上に安定的にニッケル回収率を向上させるためには、硫化設備内の温度
や圧力を高めた状態で行うことが考えられる。しかしこの場合、硫化水素ガス使用量並び
に反応系からの排ガスの処理コスト、又は反応槽コストが問題となる。
【００１０】
　また、高温加圧酸浸出法の実操業プラントである湿式製錬プラントに工業上用いられる
硫化水素ガス製造設備においては、硫化水素濃度が１００容量％未満のガスを製造し使用
することが、その製造効率上有利となる。そのため、硫化反応のために添加される硫化水
素ガス中には、硫化水素ガス製造工程の原料である水素や硫化水素ガス製造工程で混入す
る窒素等の不活性成分が２～３容量％程度含まれている。すなわち、硫化反応に使用され
る硫化水素ガスには、硫化反応に関与しない不活性成分である水素や窒素等が含まれてい
る。そのため、工程（２）、（３）のような硫化工程の操業を継続して行う際には、その
硫化水素ガスに含まれる不活性成分が、硫化反応槽や上述した硫化反応後のスラリー等を
貯液する貯液槽内に蓄積されてしまい、硫化反応の効率を低下させる原因になっている。
【００１１】
　したがって、これらの課題の解決には、硫化反応に際して使用する硫化水素ガスの利用
効率の向上が求められる。しかしながら、上述した従来技術には、硫化水素ガスの利用効
率の向上については何ら言及されていない。
【００１２】
　その点に関して、例えば特許文献４には、装入するニッケル量によって硫化反応槽の容
積を調整する方法や、硫化反応槽から排出される硫化水素ガスを回収して再利用する等の
方法により硫化水素ガスの利用効率を向上させる技術が開示されている。この技術により
、高いニッケル回収率を確保しながら、硫化水素の使用量及びアルカリの使用量を削減す
ることが可能となっている。
【００１３】
　しかしながら、特許文献４に記載の技術においても、硫化工程（２）、（３）において
用いられる複数の硫化反応槽における設備的な問題点については何ら言及されていない。
したがって、より一層に効率的に、硫化水素ガスの利用効率を向上させるために、硫化設
備の設備構成についての新たな技術が求められている。
【００１４】
　ところで、上記工程（２）や工程（３）が実行される硫化設備において、貯液槽は複数
備えられており、硫化反応後のスラリーを受け入れて貯液し固液分離槽に向けて排出する
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、または固液分離後のろ液を受け入れて硫化反応槽に繰り返し供給する等が行われる。貯
液槽が複数用いられる理由は、密閉型の容器という特徴を持たせる必要性から一定の制限
があるとともに、上述のように多様な目的のために使用して被処理物の量を増加させて生
産量を多くしたいという要請があるからである。
【００１５】
　図４は、従来の貯液槽５０を模式的に示した構成図である。図４に示すように、貯液槽
５０は、硫化反応後のスラリーや固液分離後のろ液等を装入する装入管５１と、貯液した
スラリーやろ液等を排出する排出管５２と、硫化反応には関与しない不活性ガス（例えば
、窒素ガス等）を供給する不活性ガス供給管５３と、貯液槽５０の内部のガスを排出する
ガス排出管５４とを備えている。
【００１６】
　また、図５は、上記工程（２）及び（３）における硫化工程が実行される、従来の硫化
設備に備えられた複数の貯液槽５０ｎを模式的に示した構成図である。図５に示されるよ
うに、各貯液槽５０ｎは、それぞれ、不活性ガス供給管５３ｎとガス排出管５４ｎとを１
本ずつ有している。また、各不活性ガス供給管５３ｎ及び各ガス排出管５４ｎには、圧力
制御バルブ５５ｎ，５６ｎがそれぞれ設けられており、不活性ガス供給設備から供給され
る不活性ガス供給量又は排ガスの除害設備への排出を各個別に制御して、貯液槽５０ｎ内
の圧力を制御する。
【００１７】
　このような構成を有する複数の貯液槽５０ｎでは、操業に伴ってスラリーやろ液等が出
入りすることにより貯液槽５０ｎ内の液面が上下し、その液面の上下に伴って気相部分の
気圧が上下する。そのため、液面の上昇又は下降による圧力の変化に伴い、それぞれの貯
液槽５０ｎにおいて圧力制御バルブ５５ｎ，５６ｎを調整することによって、貯液槽５０

ｎ内の圧力を一定に保つようにしている。すなわち、貯液槽５０ｎ内のガスの一部を排ガ
スとして排出したり、不活性ガスを貯液槽５０ｎ内に供給することによって、圧力を一定
に保つようにしている。
【００１８】
　しかしながら、このとき、排ガスとしては、不活性成分だけでなく残留している硫化水
素ガスも含有されており、排ガスの排出により硫化水素ガスのロスが生じてしまう。すな
わち、貯液槽５０ｎに貯液されたスラリー等から硫化水素ガスが気化し、気化した硫化水
素ガスが排ガスの一部として排出されることにより、生成する硫化物の生成量も減少して
しまうこととなる。特に、硫化設備に複数備えられている貯液槽５０ｎでは、各貯液槽５
０ｎが各個別に独立して圧力を制御して排ガスの排出等の操作を行っているので、硫化水
素ガスの排ガスとしての排出量の総量も必然的に多くなり、硫化水素ガスのロスはますま
す大きくなる。
【００１９】
　しかも、各貯液槽５０ｎ内からの排ガスは、上記工程（４）において、例えばアルカリ
処理液に接触させて排ガス中に含まれる硫化水素ガスを除害する処理が必須となる。した
がって、硫化水素ガスが排ガスとして排出される量が多くなることによって、工程（４）
において使用されるアルカリ処理液の使用量も増加してしまうことにつながる。
【００２０】
　このように、従来の硫化設備においては、硫化水素ガスのロスが多く、硫化水素ガスの
利用効率をより一層向上させるために、硫化設備の設備構成についての新たな技術が求め
られている。特に、硫化反応後のスラリーや固液分離後のろ液を貯液する貯液槽５０ｎに
おいては、残存している硫化水素ガスを繰り返し硫化反応に使用することが可能となるの
で、その貯液槽５０ｎからの硫化水素ガスの損失を効率的に抑えることが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２１】
【特許文献１】特開２００３－３１３６１７号公報
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【特許文献２】特開２００５－３５０７６６号公報
【特許文献３】特開２００２－４５４６２４号公報
【特許文献４】特開２０１０－０３１３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、ニッケル酸化鉱石の湿式製
錬における硫化工程が行われる硫化設備のうち、貯液槽における設備的な改善を図ること
により、排ガス処理に用いるアルカリ使用量を削減し、操業コストを低減させる貯液装置
及びその圧力制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法の硫化設
備における貯液装置に関して、硫化水素ガスの利用効率を向上させる方法について鋭意検
討を重ねた。その結果、複数の貯液槽から構成される貯液装置において、不活性ガスの供
給及び排ガスの排出を効率的に制御可能なように変更することにより、硫化工程における
硫化水素ガスの利用効率を向上させるとともに、排出される硫化水素ガスを処理するため
のアルカリ処理液の処理量を低減させることが可能であることを見出し、本発明を完成さ
せた。
【００２４】
　すなわち、本発明に係る硫化反応装置は、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法における硫
化工程において、硫酸塩溶液を硫化させて硫化物を生成させる硫化設備に用いられる貯液
装置であって、硫化反応後のスラリー又は固液分離後のろ液を装入する装入管と、不活性
ガスを供給するとともに気相中のガスを排ガスとして排出する給排気管と、該スラリー又
はろ液を排出する排出管とを有する複数の貯液槽と、一端が上記複数の貯液槽の各給排気
管との接続部を並列に配置した分岐管となっており、該接続部を介して該各給排気管を接
続させて、該複数の貯液槽に供給する上記不活性ガス及び該複数の貯液槽から排出される
上記排ガスを集合させる集合管と、一端から上記複数の貯液槽へ供給する不活性ガスを流
通させるとともに、他端へ上記複数の貯液槽から排出される上記排ガスを流通させ、該複
数の貯液槽の内部の圧力を制御する圧力制御配管とを備え、上記圧力制御配管は、上記集
合管の他端と連結部を介して連結しており、該連結部を挟んだ前後に一対の圧力制御バル
ブを有し、該圧力制御バルブによって、上記各貯液槽への上記不活性ガスの供給及び該各
貯液槽からの排ガスの排出を制御することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係る圧力制御方法は、上記貯液装置を用いた圧力制御方法であって、上
記圧力制御配管の一端に不活性ガス供給設備を接続して不活性ガスを供給可能とし、他端
に上記排ガスを処理する除害設備を接続して該排ガスを排出可能とし、上記複数の貯液槽
の内部の圧力が０．５ｋＰａ未満となった場合には、上記不活性ガス供給設備側の上記圧
力制御バルブを調整して該複数の貯液槽に上記不活性ガスを供給し、上記複数の貯液槽の
内部の圧力が１．０ｋＰａより大きくなった場合には、上記除害設備側の上記圧力制御バ
ルブを調整して該複数の貯液槽の気相部のガスを排ガスとして排出することを特徴とする
。
【００２６】
　ここで、上記複数の貯液槽では、各貯液槽毎に個別に、スラリー又はろ液が上記装入管
から装入されるとともに上記排出管から排出されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る貯液装置及びその圧力制御方法によれば、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方
法において、硫化水素ガスの利用効率を向上させることが可能となり、硫化工程での硫化
水素ガスの使用量並びに排ガス処理に用いるアルカリ処理液の使用量を削減して操業コス
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トを大幅に低減させることができ、その工業的価値は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】高温加圧酸浸出法によるニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法の工程の一例を表す図
である。
【図２】本発明に係る貯液装置を構成する貯液槽を模式的に示した図である。
【図３】本発明に係る貯液装置を模式的に示した図である。
【図４】従来の貯液槽を模式的に示した図である。
【図５】従来の硫化設備に備えられていた複数の貯液槽を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本実施の形態に係る貯液装置及びその圧力制御方法は、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方
法における硫化工程において、粗硫酸ニッケル水溶液等の硫酸塩溶液を硫化させて硫化物
を生成させる硫化設備に用いられる貯液装置及びその圧力制御方法である。
【００３０】
　以下、本実施の形態に係る貯液装置及びその圧力制御方法について、図面を参照して、
以下に示す順序で詳細に説明する。
１．ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法（高温加圧酸浸出法）
　１－１．第１の工程（硫酸塩溶液生成工程）
　１－２．第２の工程（亜鉛硫化物生成工程）
　１－３．第３の工程（ニッケル・コバルト混合硫化物生成工程）
　１－４．第４の工程（排ガス処理工程）
２．硫化設備について
　２－１．貯液装置
　２－２．貯液装置の圧力制御反応
３．まとめ
４．実施例
【００３１】
　＜１．ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法（高温加圧酸浸出法）＞
　先ず、本実施の形態に係る貯液装置及びその圧力制御方法について説明するに先立ち、
それらが使用される硫化工程を一工程に含む、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法について
、高温加圧酸浸出法を一例として説明する。
【００３２】
　図１は、ニッケル酸化鉱石を高温加圧酸浸出法により製錬する製錬工程の概略を示す図
である。図１に示すように、高温加圧酸浸出法による湿式製錬方法は、ニッケル酸化鉱石
を高温加圧酸浸出し、ニッケル及びコバルトのほか、不純物元素として亜鉛を含有する粗
硫酸ニッケル溶液等の硫酸塩溶液を得る工程（第１の工程）と、硫酸塩溶液を硫化反応槽
（Ａ）内に導入し、硫化水素ガスを添加して、硫酸塩溶液中に含有される亜鉛を硫化し、
その後固液分離して形成された亜鉛硫化物と脱亜鉛終液を得る工程（第２の工程）と、脱
亜鉛終液を硫化反応槽（Ｂ）内に導入し、硫化水素ガスを添加して、脱亜鉛終液中に含有
されるニッケル及びコバルトを硫化し、続いて形成されたスラリーを曝気設備に導入して
硫化水素ガスを曝気し、その後固液分離してニッケル・コバルト混合硫化物と製錬廃液を
得る工程（第３の工程）と、第２の工程及び第３の工程において排出された排ガスを、除
害塔へ導入し、アルカリ処理液と接触させて硫化水素ガスを吸収させ、除害された排ガス
と除害塔廃液を得る工程（第４の工程）とを有する。
【００３３】
　なお、本実施の形態に係る貯液装置は、上述の第２の工程及び第３の工程において使用
する硫化反応槽（Ａ）及び（Ｂ）から排出されるスラリーを受け入れて貯液し固液分離装
置に供給し、また固液分離して生成したろ液を硫化反応槽（Ａ）及び（Ｂ）に繰り返し供
給する等の処理を実行するものである。硫化反応槽の（Ａ）、（Ｂ）の表示は、それぞれ
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各工程で個別の硫化反応槽を使用することを明示するものである。
【００３４】
　＜１－１．第１の工程（硫酸塩溶液生成工程）＞
　第１の工程では、ニッケル酸化鉱石を高温加圧酸浸出し、ニッケル及びコバルトのほか
、不純物元素として亜鉛を含有する硫酸塩溶液を得る。
【００３５】
　具体的には、この第１の工程は、ニッケル酸化鉱石のスラリーに硫酸を添加し、オート
クレーブを用いた２００℃以上の高温高圧下で浸出させて、浸出スラリーを得る浸出工程
と、浸出スラリー中の浸出残渣とニッケル及びコバルトを含む浸出液を分離する固液分離
工程と、ニッケル及びコバルトと共に不純物元素を含む浸出液のｐＨを調整し、鉄等の不
純物元素を含む中和澱物スラリーと不純物元素の大部分を除去した硫化反応始液である硫
酸塩溶液を生成する中和工程とを有する。
【００３６】
　（１）浸出工程
　浸出工程では、ニッケル酸化鉱石のスラリーに硫酸を添加し、２００℃以上の高温高圧
下で浸出させて、浸出スラリーを得る。
【００３７】
　浸出工程における高温加圧酸浸出の方法としては、特に限定されるものではなく、例え
ば以下の方法で行われる。すなわち、先ず、ニッケル酸化鉱石をスラリー化し、鉱石スラ
リーを調製する。次に、移送された鉱石スラリーに硫酸を添加し、さらに酸化剤として高
圧空気及び加熱源として高圧水蒸気を吹き込み、所定の圧力及び温度下に制御しながら撹
拌して、浸出残渣と浸出液からなる浸出スラリーを形成し、ニッケル及びコバルトを含む
浸出液を得る。
【００３８】
　ここで、浸出操作は、所定温度により形成される加圧下、例えば３～６ＭＰａＧで行わ
れるので、これらの条件に対応可能な高温加圧容器（オートクレーブ）が用いられる。こ
れにより、ニッケルとコバルトの浸出率を、いずれも９０％以上、好ましくは９５％以上
とすることができる。
【００３９】
　ニッケル酸化鉱石としては、主としてリモナイト鉱及びサプロライト鉱等のいわゆるラ
テライト鉱が用いられる。ラテライト鉱のニッケル含有量は、通常、０．５～３．０質量
％であり、水酸化物又はケイ苦土（ケイ酸マグネシウム）鉱物として含有される。また、
鉄の含有量は、１０～５０質量％であり、主として３価の水酸化物（ゲーサイト、ＦｅＯ
ＯＨ）の形態であるが、一部２価の鉄がケイ苦土鉱物に含有される。
【００４０】
　スラリー濃度としては、処理されるニッケル酸化鉱の性質に大きく左右されるため、特
に限定されるものではないが、浸出スラリーのスラリー濃度は高い方が好ましく、通常、
概ね２５～４５質量％に調製される。浸出スラリーのスラリー濃度が２５質量％未満では
、浸出に際して、同じ滞留時間を得るために大きな設備が必要となり、残留酸濃度を調整
のために酸の添加量も増加する。また、得られる浸出液のニッケル濃度も低くなる。一方
、スラリー濃度が４５質量％を超えると、設備の規模は小さくできるものの、スラリー自
体の粘性（降伏応力）が高くなり、搬送が困難（管内閉塞の頻発、エネルギーを要する等
）という問題が生じることとなる。
【００４１】
　この浸出工程における操作では、下記の式（I）～（V）で表される浸出反応と高温加水
分解反応とによって、ニッケル、コバルト等の硫酸塩としての浸出と、浸出された硫酸鉄
のヘマタイトとしての固定化が行われる。ただし、鉄イオンの固定化は、完全には進行し
ないため、通常、得られる浸出スラリーの液部分には、ニッケル、コバルト等のほかに２
価と３価の鉄イオンが含まれる。
【００４２】
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　《浸出反応》
ＭＯ＋Ｈ２ＳＯ４　⇒　ＭＳＯ４＋Ｈ２Ｏ　・・・（I）
（式中Ｍは、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｍｎ等を表す。）
２ＦｅＯＯＨ＋３Ｈ２ＳＯ４　⇒　Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋４Ｈ２Ｏ　・・・（II）
ＦｅＯ＋Ｈ２ＳＯ４　⇒　ＦｅＳＯ４＋Ｈ２Ｏ　・・・（III）
　《高温加水分解反応》
２ＦｅＳＯ４＋Ｈ２ＳＯ４＋１／２Ｏ２　⇒　Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋Ｈ２Ｏ　・・（IV）
Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋３Ｈ２Ｏ⇒　Ｆｅ２Ｏ３＋３Ｈ２ＳＯ４　・・・（V）
【００４３】
　浸出工程における操作温度は、特に限定されるものではないが、２２０～２８０℃とす
ることが好ましく、２４０～２７０℃とすることがより好ましい。温度を２２０～２８０
℃の範囲とすることにより、鉄はヘマタイトとして大部分が固定されることとなる。一方
、温度を２２０℃未満とした場合には、高温熱加水分解反応の速度が遅いため反応溶液中
に鉄が溶存して残り、鉄を除去するための後続の中和工程の負荷が増加し、ニッケルとの
分離が非常に困難となる。また、温度を２８０℃より高くした場合には、高温熱加水分解
反応自体は促進されるものの、高温加圧浸出に用いる容器の材質の選定が難しくなり、温
度上昇にかかる蒸気コストが上昇する可能性があり好ましくない。
【００４４】
　また、浸出工程で用いる硫酸量は、特に限定されるものではなく、ニッケル酸化鉱石中
の鉄が浸出されるように過剰量とすることが好ましい。例えば、鉱石１トン当り２００～
５００ｋｇとすることが好ましい。鉱石１トンあたり硫酸添加量が５００ｋｇを超えると
、硫酸コストが大きくなるため好ましくない。
【００４５】
　なお、得られる浸出液のｐＨは、固液分離工程で生成されたヘマタイトを含む浸出残渣
のろ過性から、０．１～１．０に調整することが好ましい。
【００４６】
　以上のようにして、浸出工程では、その残渣部分の大部分がヘマタイトである浸出スラ
リーが生成する。この浸出スラリーは、次に固液分離工程に送られる。
【００４７】
　（２）固液分離工程
　固液分離工程では、上述した浸出工程で形成される浸出スラリーを多段洗浄し、ニッケ
ル及びコバルトのほか、不純物元素として亜鉛を含有する浸出液と浸出残渣とを得る。
【００４８】
　この固液分離工程では、浸出スラリーを洗浄液と混合した後、シックナーで固液分離を
行う。具体的には、先ず、スラリーを洗浄液により希釈し、次に浸出残渣をシックナーの
沈降物として濃縮して、浸出残渣に付着するニッケル分をその希釈の度合に応じて減少さ
せる。実操業では、このような機能を持つシックナーを多段に連結させて用いる。
【００４９】
　固液分離工程における多段洗浄としては、特に限定されるものではないが、ニッケルを
含まない洗浄液で向流に接触させる連続交流洗浄法（ＣＣＤ法：Counter Current Decant
ation）が好ましい。これによって、系内に新たに導入する洗浄液を削減するとともに、
ニッケル及びコバルトの回収率を９５％以上とすることができる。
【００５０】
　固液分離工程において用いる洗浄液としては、特に限定されるものではないが、ニッケ
ルを含まず、この工程に影響を及ぼさないものが好ましく、その中でもｐＨが１～３であ
るものが好ましい。また、洗浄液は、繰り返して使用することが好ましい。
【００５１】
　沈降後残渣の固体率は、特に限定されるものではなく、３０～５０重量％が好ましい。
すなわち、固体率が３０重量％未満では、付着水分が多くニッケルのロスが大きくなる。
一方、固体率が５０重量％を超えると、攪拌や送液が困難になる。
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【００５２】
　（３）中和工程
　中和工程では、固液分離工程にて生成した、ニッケル及びコバルトとともに不純物元素
を含有する浸出液の酸化を抑制しながらｐＨを調整し、３価の鉄を含む中和澱物スラリー
と、不純物の大部分を除去した硫化反応始液である粗硫酸ニッケル溶液等の硫酸塩溶液を
生成する。これによって、高温高圧酸浸出工程で用いた過剰の酸の中和を行うとともに、
溶液中に残留する３価の鉄イオンの除去を行う。
【００５３】
　中和工程におけるｐＨ条件は、４以下とすることが好ましく、３．２～３．８とするこ
とがより好ましい。ｐＨが４を超えると、ニッケルの水酸化物の発生が多くなる。
【００５４】
　また、中和工程では、溶液中に残留する３価の鉄イオンを除去するに際し、溶液中に２
価として存在する鉄イオンを酸化させないことが好ましく、空気の吹込み、巻き込み等に
よる溶液の酸化を防止することが好ましい。
【００５５】
　中和工程における温度は、５０～８０℃とすることが好ましい。温度条件を５０℃未満
とした場合には、澱物が微細となり、固液分離工程へ悪影響を及ぼす。一方、温度条件を
８０℃より高くした場合には、装置材料の耐食性の低下や加熱のためのエネルギーコスト
の増大を招く。
【００５６】
　＜１－２．第２の工程（亜鉛硫化物生成工程）＞
　第２の工程では、第１の工程で得られた、ニッケル及びコバルトとともに不純物元素と
して亜鉛を含有する硫酸塩溶液に硫化水素ガスを添加して、亜鉛硫化物と脱亜鉛終液とを
得る。
【００５７】
　具体的に、この第２の工程では、上述の第１の工程で得られた、ニッケル及びコバルト
のほか、不純物元素として亜鉛を含有する硫酸塩溶液を硫化反応槽（Ａ）内に導入する。
次いで、硫化反応槽内に硫化水素ガスを添加して、硫酸塩溶液中に含有される亜鉛を硫化
する（硫化反応）。その後、固液分離して形成された亜鉛硫化物と脱亜鉛終液とを得る。
【００５８】
　この第２の工程は、続く第３の工程により回収するニッケル・コバルト混合硫化物への
亜鉛の混入を防止するために行われるものである。したがって、この第２の工程における
硫化反応の条件としては、硫化反応によりニッケル及びコバルトに対して亜鉛が優先的に
硫化される条件とすることが好ましい。なお、粗硫酸ニッケル水溶液中に含有される亜鉛
量が、後工程で生成されるニッケル・コバルト混合硫化物への混入によりその品質に問題
とならない程度に少ない場合には、この第２の工程をパスすることができる。
【００５９】
　この第２の工程における硫化反応は、具体的に下記の式（VI）～（VIII）で表される。
【００６０】
　《硫化反応》
　Ｈ２Ｓ（ｇ）＋Ｈ２Ｏ　⇒　Ｈ２Ｓ　ｉｎ　ａｑ　・・・（VI）
　Ｈ２Ｓ⇒Ｈ＋＋ＨＳ－⇒２Ｈ＋＋Ｓ２－　・・・（VII）
　Ｍ２＋＋２Ｈ＋＋Ｓ２－⇒２Ｈ＋＋ＭＳ↓　・・・（VIII）
（なお、式中Ｍは、Ｚｎ等を表す。）
【００６１】
　上記の式（VI）～（VIII）で表されるように、硫化反応は、先ず、硫化反応槽（Ａ）内
に添加された硫化水素ガスの水への溶存反応と、硫化水素の水への溶解反応が必要となる
。このとき、溶存硫化水素濃度は、一般的にヘンリー則により、硫化反応槽の気相部の硫
化水素圧に比例することとなる。そのため、上記の気液反応速度を増加させるためには、
気相部の硫化水素分圧を高めることが重要となる。しかしながら、添加される硫化水素ガ
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ス中には窒素ガス等の不活性成分が含有されるので、硫化反応槽（Ａ）内に不活性成分が
蓄積されると反応速度が低下する。
【００６２】
　そこで、複数設けられた硫化反応槽（Ａ）の内部の圧力をそれぞれ制御することにより
、不活性成分が蓄積されていた硫化反応槽（Ａ）中の気体を定期的に排出する。具体的に
は、硫化反応槽（Ａ）内に不活性成分が蓄積し、硫化反応槽（Ａ）内の圧力が上昇して所
定のコントロール圧力を超えたとき、その時点で硫化反応槽（Ａ）の気相を形成する気体
が圧力コントロール弁から排出されるようにする。なお、硫化水素ガスを硫化反応槽（Ａ
）内に供給する機構として、緩やかに亜鉛と硫化水素ガスを反応させるために硫化水素ガ
スの供給圧に比べて硫化反応槽（Ａ）内の圧力を１０％以下にコントロールするという方
式をとっている。
【００６３】
　この第２の工程における硫化反応に際しての反応温度としては、特に限定されるもので
はないが、６５～９０℃であることが好ましい。硫化反応自体は、一般的に高温ほど促進
されるものの、９０℃を超えると温度を上昇するためにコストがかかり、反応速度が速い
ため硫化反応槽（Ａ）への硫化物の付着起こること等の問題が生じる可能性がある。
【００６４】
　また、硫化反応槽（Ａ）内への硫化水素ガスの供給方法としては、特に限定されるもの
ではないが、硫化反応槽（Ａ）に導入された液を機械的に撹拌しながら、硫化反応槽（Ａ
）の上部空間部分（気相部）又は液中に吹き込むことにより行う。
【００６５】
　本実施の形態に係る貯液装置は、第２の工程において使用される硫化反応槽（Ａ）とと
もに硫化設備を構成している。貯液装置は、複数の貯液槽を備えており、その内の一部の
貯液槽は、硫化反応槽（Ａ）おける硫化反応によって生成したスラリーを受け入れ、貯液
する。その貯液槽は、貯液したスラリーを固液分離槽に供給し、固液分離されることとな
る。この本実施の形態に係る貯液装置についての詳細は、後述する。
【００６６】
　＜１－３．第３の工程（ニッケル・コバルト混合硫化物生成工程）＞
　第３の工程では、硫化水素ガスを添加して、第２の工程で得られた脱亜鉛終液中に含有
されるニッケル及びコバルトを硫化し、ニッケル・コバルト混合硫化物と製錬廃液を得る
。
【００６７】
　具体的に、第３の工程では、上述した第２の工程で得られた脱亜鉛終液を硫化反応装置
（Ｂ）内に導入し、硫化水素ガスを添加して、脱亜鉛終液中に含有されるニッケル及びコ
バルトを硫化する。続いて、形成されたスラリーを曝気設備に導入して硫化水素ガスを曝
気する。その後、固液分離してニッケル・コバルト混合硫化物と製錬廃液とを得る。なお
、スラリーからの硫化水素ガスの曝気は、製錬廃液の除害処理のため行われるものである
。
【００６８】
　この第３の工程においては、上述した第２の工程における硫化反応と同様に、上記式（
VI）～（VIII）の反応が行われる。なお、第３の工程における硫化反応の場合、式中Ｍは
、Ｎｉ、Ｃｏを表す。
【００６９】
　また、この第３の工程の硫化反応においては、必要に応じて、製造されたニッケル及び
コバルトを含む硫化物からなる種晶を、硫化反応槽（Ｂ）内に投入することができる。こ
こで、種晶の割合としては、特に限定されるものではないが、硫化反応槽（Ｂ）に投入す
るニッケル及びコバルト量に対し１５０～４００質量％に相当する量が好ましい。このよ
うに、種晶を投入することによって、硫化物の核生成を種晶表面で起こして析出が起こり
やすい状態とすることができるので、より低温度で硫化反応を促進させることができる。
また、硫化物の微細核が硫化反応槽内部で発生することを抑制することができるので、硫
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化反応槽内面への生成硫化物の付着を抑制することができる。さらに、投入する種晶の粒
径を調整することによって得られる粒子径を制御することもできる。
【００７０】
　なお、硫化反応槽内の圧力制御や、硫化反応温度、硫化水素ガスの添加方法等は、上述
した第２の工程における条件と同様の条件を適用することができる。また、硫化水素ガス
を硫化反応槽（Ｂ）内に供給する機構として、硫化水素ガスの供給圧に比べて硫化反応槽
（Ｂ）内の圧力を５０～８０％にコントロールするという方式をとっている。
【００７１】
　本実施の形態に係る貯液装置は、第３の工程において使用される硫化反応槽（Ｂ）とと
もに硫化設備を構成している。貯液装置は、複数の貯液槽を備えており、その内の一部の
貯液槽は、硫化反応槽（Ｂ）おける硫化反応によって生成したスラリーやニッケルやコバ
ルトを回収した後の硫化水素ガスを含んだ液を受け入れ、貯液する。その貯液槽は、貯液
したスラリーを固液分離槽に供給し、固液分離されることとなる。このような貯液装置に
ついての詳細は、後述する。なお、この第３の工程において用いられる貯液装置は、第２
の工程において硫化設備を構成する貯液装置とは別の貯液装置である。
【００７２】
　＜１－４．第４の工程（排ガス処理工程）＞
　第４の工程では、第２の工程及び第３の工程にて排出された排ガスをアルカリ処理液に
よって処理する。
【００７３】
　具体的に、第４の工程では、上述した第２の工程にて使用された硫化反応槽（Ａ）や貯
液装置、第３の工程にて使用された硫化反応槽（Ｂ）や貯液装置、並びに曝気設備からの
排ガスを、除害設備へ導入する。そして、除害設備に導入された排ガスを、アルカリ処理
液に接触させて除害し、除害された排ガスと除害塔廃液とを得る。
【００７４】
　この第４の工程で用いる除害設備としては、特に限定されるものではなく、例えばスク
ラバー等、アルカリ処理液と排ガスの接触が効果的に行われる形式のものが好ましく用い
られる。
【００７５】
　上述したように、第４の工程において処理する排ガスは、第２及び第３の工程において
使用された硫化反応槽（Ａ）（Ｂ）や貯液装置から排出されたものであり、その排ガスに
は硫化反応に用いられる硫化水素ガスが含有されている。この第４の工程では、排ガス中
に含まれる硫化水素ガスを除害化するために、アルカリ処理液を用いて処理する。したが
って、排ガス中に含まれる硫化水素ガスが多い場合には、硫化水素ガスを無駄に排出する
ことになるとともに、除害化するためのアルカリ処理液の使用量も多くなることになる。
【００７６】
　＜２．硫化設備について＞
　次に、上述したニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法の第２の工程及び第３の工程において
使用される硫化設備について説明する。硫化設備は、主に、硫化反応が行われる硫化反応
槽と、硫化反応後のスラリーや固液分離後のろ液を貯液する貯液装置と、スラリー等の中
間溶液や不活性ガス等をタンクへ供給する供給管及びタンクから排出する排出管と、また
硫化反応槽と貯液装置とを連結する配管等によって構成されている。
【００７７】
　硫化反応槽としては、通常、硫酸塩溶液等の反応始液を供給する供給口と、反応後のス
ラリーを排出する排出口と、硫化水素ガスを装入する装入口と、硫化反応槽内のガスの一
部を排ガスとして排出する排ガス口とを備えた密閉型の反応槽からなる。この硫化反応槽
における硫化反応により生成したスラリーは、本実施の形態に係る貯液装置に装入されて
貯液されることとなる。また、本実施の形態に係る貯液装置は、固液分離後のろ液が装入
されて貯液されることとなる。以下、本実施の形態に係る貯液装置及びその圧力制御方法
について詳述する。
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【００７８】
　＜２－１．貯液装置＞
　本実施の形態に係る貯液装置は、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法における硫化工程に
おいて、硫酸塩溶液を硫化させて硫化物を生成させる硫化設備に用いられる貯液装置であ
って、硫化水素ガスの利用効率を向上させることが可能な貯液装置である。この貯液装置
によれば、硫化水素ガスの使用量を減少させるとともに、上述した第４の工程における硫
化水素ガスを含んだ排ガス処理に用いるアルカリ処理液の使用量を減少させることができ
る。
【００７９】
　図２は、本実施の形態に係る貯液装置を模式的に示した図である。図２に示されるよう
に、この貯液装置１０は、上述の第２及び第３の工程にて硫酸塩溶液が硫化されて生成し
たスラリー又は固液分離後のろ液を貯液する複数の貯液槽１１（１１１，１１２，・・・
１１ｎ（以下、「１１ｎ」とする。））と、各貯液槽１１ｎに供給される窒素ガス等の不
活性ガス又は各貯液槽１１ｎから排出される排ガスを集合させる集合管１２と、不活性ガ
スを流通させるとともに排ガスを流通させて複数の貯液槽１１ｎの内部の圧力を制御する
圧力制御配管１３を備える。
【００８０】
　（貯液槽）
　貯液槽１１ｎは、硫酸塩溶液を硫化させることにより生成したスラリーを硫化反応槽か
ら受け入れ、そのスラリーを貯液するとともに、貯液したスラリーを固液分離槽に供給す
る。また、固液分離槽から供給された固液分離後のろ液を受け入れて貯液し、繰り返し硫
化反応槽に供給する。このように、本実施の形態に係る貯液装置１０は、貯液槽１１ｎを
複数備えており、各貯液槽１１ｎ毎に多様な目的のために使用される。貯液装置１０に備
えられる貯液槽１１ｎの数は、特に限定されるものでなく、生産量等により適宜選択する
ことができる。
【００８１】
　図３は、本実施の形態に係る貯液装置１０を構成する貯液槽１１を模式的に示した構成
図である。より具体的に、貯液槽１１は、硫化反応後のスラリー又は固液分離後のろ液を
装入する装入管２１と、不活性ガスを供給するとともに気相中のガスを排ガスとして排出
する給排気管２２と、貯液したスラリー又はろ液を排出する排出管２３とからなる。
【００８２】
　装入管２１は、硫酸塩溶液が硫化反応槽内において硫化された後に生成したスラリーを
供給する。または、固液分離槽における固液分離後のろ液を供給する。この装入管２１は
、貯液槽１１ｎ毎に個別に設けられており、装入管２１を介して貯液槽１１ｎ毎に個別に
スラリーやろ液が供給される。
【００８３】
　給排気管２２は、不活性ガス供給設備から供給される窒素ガス等の硫化反応に関与しな
い不活性ガスを貯液槽１１に送流するとともに、貯液槽１１の気相中のガスの一部を排ガ
スとして排出する。この給排気管２２は、貯液槽１１ｎ毎に個別に設けられており、給排
気管２２を介して貯液槽１１ｎ毎に個別に、不活性ガスが供給されるとともに排ガスが排
出される。
【００８４】
　このように、給排気管２２を介して貯液槽１１内への不活性ガスの供給及び貯液槽１１
内からの排ガスの排出を行うことにより、貯液槽１１の内部の圧力を制御することができ
、貯液槽１１が損傷することを防止することができる。
【００８５】
　ここで、硫化反応のために硫化反応槽において供給した硫化水素ガスは、この貯液槽１
１内において、スラリー溶液からの気化とスラリーへの溶解が行われており、ほとんど平
衡に達している。
【００８６】
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　また、特に、本実施の形態に係る貯液装置１０においては、各貯液槽１１ｎの給排気管
２２ｎを後述する１本の集合管１２にそれぞれ連結させることによって給排気するガスを
集合させ、またその集合管１２を後述する１本の圧力制御配管１３に連結させている。そ
して、圧力制御配管１３を介して、貯液槽１１ｎ全体の内部圧力に基づき、不活性ガスの
供給及び排ガスの排出を行っている。
【００８７】
　これにより、貯液装置１０において複数の貯液槽１１ｎを備えていても、１つの貯液槽
を備えてスラリーやろ液の貯液を行っているのと同様の状態とすることが可能となり、従
来のように各貯液槽を個別に制御する場合に比べて、排出する排ガスの量を減少させるこ
とができる。そしてその結果、硫化反応に用いられるべき硫化水素ガスの損失を抑制する
ことができ、硫化水素ガスを効率的に使用できる。また、硫化水素ガスの損失を抑制でき
ることから、上述した第４の工程における硫化水素ガスの除害に用いるアルカリ処理液の
使用量をも低減させることができる。
【００８８】
　排出管２３は、貯液したスラリー又はろ液を排出する。例えば、貯液槽１１に貯液され
たスラリーは、固液分離処理を行うために固液分離装置に排出される。また、貯液槽１１
に貯液されたろ液は、溶解している硫化水素ガスを再利用するためのタンク等に排出され
る。この排出管２３は、貯液槽１１ｎ毎に個別に設けられており、排気管２３を介して貯
液槽１１ｎ毎に個別に、スラリー又はろ液が排出される。
【００８９】
　（集合管）
　集合管１２は、後述する圧力制御配管１３を介して供給され各貯液槽１１ｎに供給する
不活性ガスの流通路になるとともに、各貯液槽１１ｎから排出され圧力制御配管１３を介
して除害設備に送られる排ガスの流通路になる。
【００９０】
　より具体的に、この集合管１２は、一端が複数の貯液槽１１ｎの各給排気管２２ｎとの
接続部３３ｎを並列に配置した分岐管となっており、その並列に配置された接続部３３ｎ

を介して各貯液槽１１ｎの給排気管２２ｎをそれぞれ接続可能にしている。また、集合管
１２は、その他端において、連結部３０を介して後述する圧力制御配管１３と連結してい
る。本実施の形態に係る貯液装置１０においては、この集合管１２を備えることにより、
不活性ガス供給設備から圧力制御配管１３を介して各貯液槽１１ｎに供給される不活性ガ
スが集合される。また、各貯液槽１１ｎから圧力制御配管１３を介して除害設備へ排出さ
れる排ガスが集合される。
【００９１】
　（圧力制御配管）
　圧力制御配管１３は、一端が不活性ガス供給設備と接続され、不活性ガス供給設備から
供給される不活性ガスを各貯液槽１１ｎに流通させる。また、圧力制御配管１３は、他端
が除害設備と接続され、上述した各貯液槽１１ｎの気相中のガスの一部を排ガスとして除
害設備へと流通させ排出する。
【００９２】
　また、圧力制御配管１３は、上述した集合管１２を連結させる連結部３０を有し、連結
部３０を介して集合管１２を連結しており、またその連結部３０を挟んだ前後に、ガスを
封止可能な一対の圧力制御バルブ３１，３２を備えている。つまり、集合管１２との連結
部３０を挟んで、不活性ガス供給設備側と除害設備側とにおいて、それぞれ圧力制御バル
ブ３１，３２を備えている。これにより、不活性ガス供給設備側の圧力制御バルブ３１を
調整することによって、不活性ガス供給設備から供給される不活性ガスの貯液槽１１ｎへ
の供給を調整し、貯液槽１１ｎの圧力を制御する。また、除害設備側の圧力制御バルブ３
２を調整することによって、貯液槽１１ｎ内の気相の一部を構成するガスの排出を調整し
、貯液槽１１ｎの圧力を制御する。
【００９３】
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　さらに、この圧力制御配管１３は、本実施の形態に係る貯液装置１０を構成する複数の
貯液槽１１ｎの内部の圧力を測定する圧力計を備えている。この圧力計によって、複数の
貯液槽１１ｎの内部の圧力を測定し、その測定結果に基づいて圧力制御配管１３に設けら
れた一対の圧力制御バルブ３１，３２を調整することにより、正確に貯液槽１１ｎの内部
の圧力を制御することができる。そしてこれにより、より一層に硫化水素ガスの利用効率
を向上させることができる。
【００９４】
　以上のような構成を有する本実施の形態に係る貯液装置１０によれば、各貯液槽１１ｎ

に対して供給される不活性ガスの供給量及び各貯液槽１１ｎから排出される排ガスの排出
量に基づき貯液槽１１ｎ内の圧力を制御するにあたって、複数の貯液槽１１ｎの圧力を総
合的に管理することが可能となる。すなわち、各貯液槽１１ｎにおいて、供給される不活
性ガス及び各貯液槽１１ｎからの排ガスをそれぞれ１本の給排気管２２ｎによって行い、
その各貯液槽１１ｎの給排気管２２ｎを集合管１２によって集合させ、圧力制御配管１３
を介して供給及び排出の制御を行うことによって、複数の貯液槽１１ｎの内部の圧力を総
合的に管理して制御することができる。
【００９５】
　これにより、複数備えられた貯液槽のそれぞれにおいて独立した不活性ガスの供給管及
び排ガスの排出管を設けて、各貯液槽毎に独立した圧力制御に基づいて不活性ガスの供給
及び排ガスの排出を行う場合に比べて、硫化水素ガスの排ガスとしての排出量を抑制する
ことができる。
【００９６】
　具体的には、各貯液槽それぞれで独立して圧力制御した場合、貯液槽毎にその内部の圧
力を検出し、所定の圧力よりも大きくなったときに、それぞれの貯液槽毎に気相中の一部
のガスを排ガスとして排出し、各貯液槽の内部の圧力を低くする。このとき、その排ガス
中には、例えばスラリー溶液中から気化した硫化水素ガスが含まれている。貯液槽毎の圧
力制御に基づいて排ガスを排出した場合、複数の貯液槽それぞれから所定量の排ガスが排
出されることとなるので、貯液装置全体から排出される排ガス中に含まれる硫化水素ガス
の総量は必然的に多くなってしまう。
【００９７】
　これに対し、本実施の形態に係る貯液装置１０によれば、不活性ガスの供給及び排ガス
の排出を行う各貯液槽１１ｎの給排気管２２ｎを集合させて、圧力制御配管１３を介して
、複数の貯液槽１１ｎの圧力に基づき、圧力を制御するようにしているので、各貯液槽１
１ｎからそれぞれ独立して排ガスが排出されることがなくなる。それにより、各貯液槽１
１ｎから無駄に硫化水素ガスが排出されてしまうことなく、貯液装置１０全体から排出さ
れる排ガス中の硫化水素ガスの総量を減少させることができる。このようにして各貯液槽
１１ｎにおいて硫化水素ガスが排出されずに保持される。
【００９８】
　また、それぞれ個別にスラリーやろ液を装入する装入管２１ｎや貯液したスラリーやろ
液を排出する排出管２３ｎを備え、それぞれ貯液槽１１ｎ毎に個別にスラリーやろ液の装
入及び排出が行われる貯液装置１０においては、特に硫化水素ガスの利用効率を高めるこ
とができる。
【００９９】
　具体的には、複数備えられた貯液槽１１ｎ毎に、個別にスラリーやろ液の装入及び排出
が行われることにより、各貯液槽１１ｎ内の液面は上下して、各貯液槽１１ｎの内部の圧
力は各貯液槽１１ｎ間において異なり、一定ではなくなる。このとき、本実施の形態に係
る貯液装置１０によれば、各貯液槽１１ｎ間で内部圧力に差が生じても、各貯液槽１１ｎ

間において、集合管１２を介して排ガスを分散させることが可能となる。
【０１００】
　すなわち、複数の貯液槽１１ｎのうちの１つの貯液槽１１ｍにおいて、例えばスラリー
の装入に伴う液面上昇によって内部圧力が上昇した場合、その貯液槽１１ｍの気相中のガ
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スの一部が集合管１２を介して他の貯液槽１１Ｏに移動することとなる。このようにして
貯液槽１１ｍ内のガスを他の貯液槽１１Ｏに分散させることによって、排ガスを除害設備
に移行させる量を効果的に減少させることができる。また、これにより、各貯液槽１１ｎ

においても内部圧力の上昇による損傷等を防止することができる。
【０１０１】
　そして、このような本実施の形態に係る貯液装置１０によれば、除害処理に用いるアル
カリ処理液の使用量も効率的に低減させることができる。すなわち、上述した第４の工程
においては、この貯液装置１０から排出された排ガスも除害するが、排ガス中に硫化水素
ガス量が多い場合には、除害処理に用いるアルカリ処理液の使用量も多くなる。本実施の
形態に係る貯液装置１０によれば、上述のように、排出される硫化水素ガスの量を減少さ
せることができるので、除害処理に用いるアルカリ処理液の使用量を効果的に低減させる
ことができる。
【０１０２】
　さらに、貯液槽１１ｎ毎に個別に、不活性ガス供給管と排ガスの排出管とを別々に備え
るとともに圧力制御バルブを備え、貯液槽１１ｎ毎に個別に貯液槽１１ｎ内の圧力を制御
する場合に比べて、配管やバルブ等の使用点数を削減することができる。これにより、操
業コストを低くしながら、硫化水素ガスの利用効率を向上させるとともにアルカリ処理液
の使用量を低減させ、操業効率を向上させることができる。
【０１０３】
　＜２－２．貯液装置の圧力制御方法＞
　具体的に、本実施の形態に係る貯液装置の圧力制御方法について説明する。上述のよう
に、貯液装置１０を構成する各貯液槽１１ｎでは、各個別にスラリーやろ液等が装入され
、また排出される。これにより、各貯液槽１１ｎにおいて、スラリーやろ液の装入や排出
に伴い、貯液槽１１ｎの内部の液面が上下し、貯液槽１１ｎ内部の圧力も上下することと
なる。
【０１０４】
　このとき、貯液槽１１ｎからのスラリーやろ液の排出による液面下降により内部の圧力
が低くなると、窒素ガス等の不活性ガスを貯液槽１１ｎ内に供給することによって、圧力
を上昇させる。
【０１０５】
　また一方で、貯液槽１１ｎへのスラリーやろ液の供給による液面上昇により内部の圧力
が高くなると、貯液槽１１ｎの気相を構成するガスの一部を排ガスとして排出することに
よって、圧力を低下させる。これにより、貯液槽１１ｎの損傷を防止する。特に、硫化反
応槽や貯液槽１１ｎでの不活性ガスの供給により、その不活性成分が貯液槽１１ｎ内に蓄
積してしまうこともあり、貯液槽１１ｎ内の圧力低下処理は、適切に行われる。
【０１０６】
　本実施の形態に係る貯液装置では、上述のように、圧力制御配管１３の一端に不活性ガ
ス供給設備を接続して不活性ガスを供給可能とし、他端に貯液槽１１ｎからの排ガスを処
理する除害設備を接続して排ガスを排出可能としている。
【０１０７】
　そして、本実施の形態に係る圧力制御方法は、この貯液装置１０を用いて、複数の貯液
槽１１ｎの内部の圧力が０．５ｋＰａ未満となった場合に、不活性ガス供給設備側の圧力
制御バルブ３１を調整して、圧力制御配管１３を介して複数の貯液槽１１ｎに窒素ガス等
の不活性ガスを供給する。これによって、複数の貯液槽１１ｎから構成される貯液装置１
０全体の圧力を上昇させる。
【０１０８】
　一方で、複数の貯液槽１１ｎの内部の圧力が１．０ｋＰａより大きくなった場合には、
除害設備側の圧力制御バルブ３２を調整して、圧力制御配管１３を介して複数の貯液槽１
１ｎの気相部のガスを排ガスとして排出する。排出された排ガスは、圧力制御配管１３を
流通して除害設備へと送流される。これによって、複数の貯液槽１１ｎから構成される貯
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液装置１０全体の圧力を下降させる。
【０１０９】
　このように、本実施の形態に係る貯液装置１０による圧力制御方法は、各貯液槽１１ｎ

を流通するガスを集合管１２によって集合させて各貯液槽１１ｎ間においてガスを流通さ
せるとともに、圧力制御配管１３を介して貯液槽１１ｎの内部の圧力を上述した範囲に制
御する。これにより、容易な構成で効率的に排ガスの排出量や排出回数を削減することが
でき、硫化水素ガスが排ガスとして排出されてしまうことを抑制することができる。
【０１１０】
　なお、本実施の形態に係る貯液装置１０では、各貯液槽１１ｎの圧力を検知する圧力検
出部と、その圧力検出部に基づいて圧力制御配管１３に備えられた一対の圧力制御バルブ
３１，３２を制御する制御部とを設け、この貯液装置１０の圧力制御を自動制御するよう
にしてもよい。
【０１１１】
　具体的に、圧力検出部は、貯液装置１０を構成する各貯液槽１１ｎの圧力が０．５ｋＰ
ａ未満であるか否かを検出する。そして、検出した圧力が０．５ｋＰａ未満であった場合
には、その検出信号を制御部に供給する。制御部は、受信した検出信号に応じて、不活性
ガス供給設備側の圧力制御バルブ３１を調整して不活性ガスを貯液槽１１ｎに流通させ、
圧力が０．５ｋＰａ以上となるまで続ける。
【０１１２】
　一方、圧力検出部は、各貯液槽１１ｎの圧力が１．０ｋＰａより大きいか否かを検出す
る。そして、検出した圧力が１．０ｋＰａより大きかった場合には、その検出信号を制御
部に供給する。制御部は、受信した検出信号に応じて、除害設備側の圧力制御バルブ３２
を調整して貯液槽１１ｎから排ガスを排出させ、圧力が１．０ｋＰａ以下となるまで続け
る。
【０１１３】
　このように、圧力検出部の測定結果に基づく制御部による自動制御により貯液装置１０
の圧力を制御することによって、簡単な構成で、かつ容易に、硫化水素ガスの利用効率を
向上させるとともに、アルカリ処理液の使用量を低減させることができる。
【０１１４】
　４．まとめ
　以上説明したように、本実施の形態に係る貯液装置１０は、ニッケル酸化鉱石の湿式製
錬方法における硫化工程において、硫酸塩溶液を硫化させて硫化物を生成させる硫化設備
に用いられる貯液装置１０であって、上述の第２及び第３の工程にて硫酸塩溶液が硫化さ
れて生成したスラリー又は固液分離後のろ液を貯液する複数の貯液槽１１ｎと、各貯液槽
１１ｎに供給される不活性ガス又は各貯液槽１１ｎから排出される排ガスを集合させる集
合管１２と、不活性ガスを流通させるとともに排ガスを流通させて複数の貯液槽１１ｎの
内部の圧力を制御する圧力制御配管１３とを備える。また、圧力制御配管１３には、集合
管１２と連結部３０を介して連結し、その連結部３０を挟んだ前後に一対の圧力制御バル
ブ３１，３２が備えられている。そして、この貯液装置１０においては、圧力制御配管１
３に備えられた一対の圧力制御バルブ３１，３２によって、各貯液槽１１ｎへの不活性ガ
スの供給及び各貯液槽１１ｎからの排ガスの排出を制御する。
【０１１５】
　また、本実施の形態に係る貯液装置の圧力制御方法は、その圧力制御配管１３の一端に
不活性ガス供給設備を接続して不活性ガスを供給可能とし、他端に排ガスを処理する除害
設備を接続して排ガスを排出可能とし、複数の貯液槽１１ｎの内部の圧力が０．５ｋＰａ
未満となった場合には、不活性ガス供給設備側の圧力制御バルブ３１を調整して複数の貯
液槽１１ｎに不活性ガスを供給し、複数の貯液槽１１ｎの内部の圧力が１．０ｋＰａより
大きくなった場合には、除害設備側の圧力制御バルブ３２を調整して複数の貯液槽１１ｎ

の気相部のガスを排ガスとして排出する。
【０１１６】
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　このような貯液装置１０及びその圧力制御方法によれば、必要以上に排気されていた硫
化水素ガスの排出を低減させて、硫化水素ガスの利用効率を向上させることができる。そ
してこれにより、硫化工程での硫化水素ガスの使用量並びに排ガス処理に用いるアルカリ
処理液の使用量を削減して操業コストを大幅に低減させることができる。
【０１１７】
　５．実施例
　以下、本発明の具体的な実施例について説明する。なお、下記のいずれかの実施例に本
発明の範囲が限定されるものではない。
【実施例】
【０１１８】
　本実施例では、上述した第４の工程において使用したアルカリ処理液の使用量に基づい
て、硫化水素ガスの利用効率を測定した。なお、貯液槽からの硫化水素ガスの排出が多い
場合には、硫化水素ガスを除害するためのアルカリ処理液の使用量も多くなることから、
アルカリ処理液の使用量の減少は、硫化水素ガスの排ガスとしての損失が低減されたこと
を意味する。
【０１１９】
　（実施例１）
　本発明に係る貯液装置１０を備えた硫化設備によって、４ヶ月の操業を実施した。排ガ
ス処理用のアルカリ処理液としては、水酸化ナトリウム溶液を使用した。
【０１２０】
　なお、水酸化ナトリウムの原単位は、以下の式により算出した。式中のニッケル生産量
は、第４の工程で生産されたニッケル・コバルト混合硫化物中のニッケル成分としての換
算量である。
水酸化ナトリウム原単位＝水酸化ナトリウム使用量（ｔ）／ニッケル生産量（ｔ）
【０１２１】
　実施例１においては、水酸化ナトリウム溶液の使用量は、原単位で０．３４であった。
【０１２２】
　（比較例１）
　従来の貯液装置を備えた硫化設備を使用した以外は、実施例１と同様に操業した。なお
、アルカリ使用量の測定も、実施例と同様にして行った。
【０１２３】
　比較例１においては、水酸化ナトリウム溶液の使用量は、原単位で０．５８であった。
【０１２４】
　以上の結果から明確に分かるように、本発明に係る貯液装置１０を用い、本発明に係る
圧力制御方法によって貯液装置１０の圧力を制御することによって、アルカリ処理液の使
用量を原単位で約６割も削減することができた。
【０１２５】
　したがって、このことから、貯液槽からの硫化水素ガスの損失を大幅に低減させること
ができ、硫化水素ガスの利用効率を向上できることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　以上のように、本発明に係る貯液装置及びその圧力制御方法は、高温加圧酸浸出法を用
いたニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法において、ニッケル・コバルト混合硫化物へのニッ
ケル回収率を高収率に維持しながら、硫化水素ガスの利用効率を向上させることができ、
操業コストを低減することができるニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法として好適である。
本発明は、ニッケル酸化鉱石の湿式精錬プラントに限定されず、硬い粒子を含むスラリー
や装置表面に付着しやすい沈殿の生成を伴うプラントに対しても適用可能であり、その工
業的価値は高い。
【符号の説明】
【０１２７】
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　１０　貯液装置、１１　貯液槽、１２　圧力制御配管、１３　集合管、２１（２１ｎ）
　装入管、２２（２２ｎ）　給排気管、２３（２３ｎ）　排出管、３０　連結部、３１，
３２　圧力制御バルブ、３３（３３ｎ）　接続部
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